
հ護保険 հޢ保険課　☎44-5104

　介護保険は後、̓ 心して生活できるよう、みんなで支えあうことを目的とした制度です。わが国は予ଌよりも
ૣく人口ݮ少時代にಥ入し、先ਐॾ国でも類をみない急な少子高齢化によって、介護の問が後最大の不҆
要Ҽとなっています。介護が必要になっても、できる限り自立して、ଚݫをもって生活することは国民共通のئい
ですが、ݱ実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。
　介護保険制度は、介護を国民みんなで支え、利用者の自立をଚ重した総合的なサービスを҆心して受けられる
制度です。

հ護保険制度とは

※�65歳以上の方（第1号被保険者）には、65歳に౸達する月に介護保険被保険者証を送付します。また40歳以上65歳未満の医
療保険加入者（第2号被保険者）には、要介護認定を受けた際に発送します。

ୈ1号ඃ保険者 ୈ2号ඃ保険者
ର者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険څ付のର者
৸たきりや認知症などで入浴、ഉᔔ、食事などの日常生活の
生活動作について常に介護が必要になった人（要介護者） 初期認知症、脳血管障害など化にう病気（特定࣬病）

によって介護などが必要となった人家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人（要支援
者）

保険ྉ 所得に応じて13ஈ֊に設定 加入している医療保険料のࢉ定方法に基づいて設定

保険ྉの支ํ法 原ଇは年金から天Ҿきされ、年金から天Ҿきできない方は、
ೲ付書や、口࠲振ସによるೲ付 医療保険料と一体的に支い

対者・ར用方๏
　保険料の支方法やサービス利用などで下表のようなҧいがあります。

հޢ

53

レクリエーション
郊 外

420

生活介護 つなぐ生活介護 つなぐ
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հ護保険֨ࢿ手ଓき
（1）転ೖ
　市民窓口課で転入の手続きを行った後、Ҿき続き転
入にう介護保険の手続き（介護保険課対応）を行っ
てください。
　なお、転入前の市町村で要介護認定を受けられてい
る方は、手続きにより転入日から認定をҾきܧぐこと
ができます。
（2）市内転ډ
　市民窓口課で市内転居の手続きをされた後、介護保
険被保険者証などを介護保険課にお持ちください。
手続きのࡍに必要なもの
◦介護保険被保険者証
◦�介護保険ෛ担限度ֹ認定証（認定を受けている方）
◦介護保険ෛ担割合証（認定を受けている方）

（3）転出
　市民窓口課で転出の手続きをされた後、Ҿき続き転
出にう介護保険の手続き（介護保険課対応）を行っ
てください。その際、転出後の࿈བྷ先、要介護認定状
を確認し、被保険者証などを回گ保険料のೲ付状、گ
収します。
　要介護認定を受けられている方は、転入先でそのࢫ
をおえください。
手続きのࡍに必要なもの
◦介護保険被保険者証
◦口࠲番号等がわかるもの
◦介護保険ෛ担限度ֹ認定証（認定を受けている方）
◦介護保険ෛ担割合証（認定を受けている方）
ࢮ（4）
　介護保険資格喪失にう申出書を介護保険課に提
出してください。
　交付済の介護保険被保険者証などについては、や
かに返ؐしてください。
　なお、介護保険料の変更等のお知らせは、介護保険
課からご家族等にお知らせします。
手続きのࡍに必要なもの
◦介護保険被保険者証
◦�口࠲番号等がわかるもの（相続人）
◦介護保険ෛ担限度ֹ認定証（認定を受けていた方）
◦介護保険ෛ担割合証（認定を受けていた方）
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介護保険課窓口に認定の申請
をしてください。申請は、本人ま
たは家族の΄か、成年後ݟ人、
地域包ׅ支援センター、介護保
険施設などに代行してもらうこ
ともできます。

˔要介護・要支援認定申請書
˔介護保険被保険者証（65歳以上）
˔健康保険被保険者証（第2号被保
険者の場合）

申請書には主治医の
氏名、医療機関名など
を記入します。

ਃʹඞཁͳͷೝఆの
ਃ

市のґཔによりŊ主治医が意ݟ書を作成します。

認定調査員が本人を๚問しŊ心身の状態を調査します。 医療・保健・ࢱのઐ家による介護
認定審査会で審査します。

๚ௐࠪ๚ௐࠪ

ओ࣏ҩのҙݟॻओ࣏ҩのҙݟॻ

ೝఆ৹ࠪೝఆ৹ࠪཁհޢ
ೝఆ

հ護予防・ੜ׆支援
αーϏス事業

地Ҭแׅ支援センター
·たは葛城市がࢦ定する
定հ護予防支援事業者ࢦ

地Ҭแׅ支援センター
·たは葛城市がࢦ定する
定հ護予防支援事業者ࢦ

ඇ
֘


要介護度は7ஈ֊にわかれます。
「要介護」の方は「介護サービス」
を、「要支援」の方は「介護予防
サービス」を受けられます。
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一ൠհ護
予防事業

事業対者 ඇ֘当

հ護予防・ৗੜ׆支援
総合事業

ຊチΣックϦスτの࣮施ج

（1）要հޢೝ定·でのྲྀΕ
　サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

※介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容は、
58ページをご覧ください

要հ護認定・հ護څ付
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（2）利用者負担の支 ・͍ߴ ֹհޢαーϏスඅの支څ
　介護保険サービスを利用したときの費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって細かく
決められています。
　所得に応じてその1割～3割が利用者のෛ担になります。
　ෛ担割合については、「介護保険ෛ担割合証」を確認ください。
居宅サービスを利用した場合の
利用者負担

居サービスを利用した場合は、要介護状態区分ごとに、1か月に利用できるサービスの費用に上限（支給限度
ֹ）が決められています。限度ֹをえたサービスを利用した場合には、えた分の全ֹが自ݾෛ担になります。

施設サービスを利用した場合の
利用者負担

施設サービスを利用した場合は、
（1）�食事以外のサービス費用の1割～3割
（2）食費・居住費のෛ担限度ֹ
（3）�日常生活費など（日用品・おやつ代・理ඒ容代等）が利用者ෛ担となります。
なお、施設サービスの利用者ෛ担は要介護状態区分などに応じて決められます。

1か月の自己負担額が
高額になった場合

ʬ高ֹ介護サービス費の支給ʭ
介護保険制度では自ݾෛ担ֹに上限を設定しており、サービスの自ݾෛ担ֹがこの上限をえた場合には、後
から葛城市が「高ֹ介護サービス費」として、ա分について保険給付をします。（同じ世帯にෳ数の利用者がい
る場合には、世帯の合計ֹとなります）
一度申請されますと、以後対象となった場合には、自動的に振込みします。
※�ࢱ用具ߪ入費や住改修費の1割～3割ෛ担分、介護保険給付対象外のサービスの利用ෛ担、支給限度ֹを
える利用者ෛ担は、高ֹ介護サービス費の対象となりません。

（3）հޢ保険住վमඅの支څ
　在の要介護（要支援）認定者が、介護保険課に事前に申請を行い、要介護等の心身の状گ等から必要と認めら
れた場合、手すりの取り付け、ஈ差の解消などの住改修費が支給されます。
　支給限度基४ֹは1人20ສ円で、対象となる経費の9～7割を申請によって後から受け取ります。

手続きのࡍに必要なもの
ʻ事前申請ʼ　◦�介護保険居介護（介護予防）住改修事前確認届
　　　　　　　◦�住改修の予定の状態が確認できる図面等
　　　　　　　◦�委任状（本人口࠲でない場合）
　　　　　　　◦�ケアマωジャー等が作成した住改修が必要と認められる理由書
積書および工事内訳書ݟ�◦　　　　　　　
　　　　　　　◦�施工前ࣸਅ（撮影日が分かるもの）
　　　　　　　◦�ঝ書（改修を行う住の所有者が当該利用者でない場合）
ʻ事後申請ʼ　◦介護保険居介護（介護予防）住改修費支給申請書
　　　　　　　◦�葛城市介護保険住改修費請求内訳書または請求内容を明記した書類
　　　　　　　◦�領収書の原本
　　　　　　　◦�住改修工事完ྃ後のࣸਅ（撮影日が分かるもの）
ཹ意事項
◦�支給対象者は葛城市の介護保険被保険者で、要介護または要支援の認定を受けている方です。
◦�介護保険料にೲがある場合は利用できません。
◦�介護保険被保険者証に記載している住所においてのみ、住改修の対象となります。
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（4）հޢ保険福祉用۩ߪೖඅの支څ
　在の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定ࢱ用具販売事業者から特定ࢱ用具（ポータブ
ルトイレ・入浴ิ助用具など）をߪ入したときは、葛城市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限
り、居介護（支援）ࢱ用具ߪ入費を支給します。
　支給ֹは、特定ࢱ用具ߪ入費の9～7割（利用者ෛ担は1割～3割）で、申請によって後から受け取ります。ただ
し同一年度内の支給限度基४ֹは10ສ円です。

手続きのࡍに必要なもの
◦介護保険居介護（支援）ࢱ用具ߪ入費支給申請書
◦�ࢱ用具ߪ入の領収書
◦�パンフレットのࣸし（5"I4コードの記載されたもの）
◦�ࢱ用具サービス計ը書（利用計ը）
ཹ意事項
◦�介護保険の要介護認定を受けているかどうか確認してください。
◦�ࢱ用具ߪ入費の対象となる用具かどうか確認してください。
◦��パンフレットのࣸし（5"I4コードの記載されたもの）、ࢱ用具ߪ入の領収書がない場合は支給できません。

地Ҭแׅ支援センター 地Ҭแׅ支援センター　☎44-3455

地Ҭแׅ支援センターとは
　高齢者が住み慣れた地域で҆心してらしていけ
るように、高齢者の総合的な相談や支援、必要なサー
ビスの調整を行います。保健師・社会ࢱ士・主任ケア
マωージャーなどのઐの職員が相談に応じます。
齢者や家͔Βの͞·͟·な相談の対Ԡߴ
　介護に関する相談やみ、健康やࢱ、生活に関す
ること等の相談に応じています。高齢者のみなさまだ
けでなく、その家族、ۙ ྡにらしている方からの相
談にも応じます。また、受けた相談をద切な機関につ
なぎ、協力して支援を行います。

自立してੜ׆できるよ͏支援
ᶃ�要支援1・2と認定された方への介護予防プランを
作成します。

ᶄ�支援や介護が必要となるおそれの高い高齢者につ
いて、介護予防事業などのద切な事業が効果的に実
施されるよう必要な援助を行います。
利をकるͨΊの支援ݖ齢者のߴ
　高齢者のみなさまが҆心してらせるように権利
をकります。成年後ݟ制度の介や利用の支援、高齢
者虐待等の相談に対応します。
�έΞϚωδϟーの支援や地Ҭのωットϫークͮ
͘Γ
　みなさまを支える地域のケアマωジャーへの支援
や高齢者の方がより住みよい・らしやすい地域とす
るために、さま͟まな機関とのωットワークを構ஙし
ていきます。
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（2）Ұൠհޢ予防事ۀ
利用できる方
◦65歳以上のすべての方
事ۀの内容
◦各種教室の開催・自主運動教室の支援
　・介護予防教室・認知症予防教室・自主運動教室　等
◦その他介護予防の取りみ
　・認知症ૣ期発ݟの取りみ
　・�介護予防活動支援を行うボランティアグループ
「介護予防リーダーかつらぎッスル」事務局

　・�生活応援サポーター（ひとりらし高齢者や高齢
者世帯を対象に、ݚ修を受けた市民が、ΰミ出し・
お話し相手等の支援を行います。）
利用につ͍ての相談、Լهの૭ޱ
◦葛城市地域包ׅ支援センター
☎44-3455

　介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」
という）は、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく
らし続けられるよう支援するため、地域の実情に応
じたサービスを充実させていく事業です。
　総合事業は要支援認定者、事業対象者が利用できる
「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上の方
が利用できる「一ൠ介護予防事業」の2つの事業で構成
されています。
　介護のઐ職に加えてボランティアや住民、様々な
団体が参加し、必要なサービスの充実、地域の支え合
い体制づくりを推ਐしていきます。
（1）հޢ予防・ੜ׆支援αーϏス事ۀ
利用できる方
◦要介護認定で「要支援1・2」と認定を受けている方
◦基本チΣックリストで事業対象者と判定された方
αーϏスの内容
◦๚問型サービス（ホームϔルプ）
　内容：�ホームϔルパーが居を๚問し、調

理・除・ങい物代行等の生活援助
を行います。

◦通所型サービス（デイサービス）
　内容：�食事・入浴・レクリエーシϣン・機能

回෮܇࿅等、日常生活上の支援や生
活機能上のための支援を日帰り
で行います。

◦期集中予防サービス
　内容：�個人の状態に合わせて、生活のしづらさを取

り除き、自৴を持って生活を送れるようにな
ることをめ͟して、ઐ職（理学療法士・作業
療法士・ࣃ科Ӵ生士等）が改善するためのプロ
グラムを提ڙします。�
期間はおおむね3ϱ月間です。

հ護予防・ৗੜ׆支援総合事業 地Ҭแׅ支援センター　☎44-3455

発見！
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認関事業 地Ҭแׅ支援センター　☎44-3455

認に関する相談
　自分自身や家族、༑人など周りの人について「もし
かして認知症では」とࢥわれる症状に気づいたとき、
介護についてんだときにご相談ください。
　症状がܰいஈ֊のうちに認知症であることに気づ
き、ద切な治療や予防を行うことで認知症のਐ行を
らせられることもあります。
　1人でまず、相談してください。

認αϙーター養成ߨ座
　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解
し、認知症の人や家族を温かくݟकる応援者です。そ
のサポーターを養成し、認知症になっても҆心して地
域でらせるよう、認知症に理解のある地域づくりを
目的として࠲ߨを開催しています。 ኼ高齢者Ո支援事業

　認知症の高齢者が行方不明になったときに位ஔ情
報がわかるઐ用末機について、市が基本使用料と検
をݮ料をෛ担し、高齢者の҆全及び家族のෛ担のܰࡧ
図ります（機器ߪ入費用は利用者ෛ担です）。

　市内在住で、行方不明のڪれのある方を地域全体で
を図ることが目的ݟकり、行方不明発生時のૣ期発ݟ
の事業です。行方不明発生時に、各機関が相ޓ࿈ܞし
ਝに対応するため、事前に登録した情報を生活҆全
課、高田ܯ察と共有で管理します。
　このωットワークに登録している方は、費用ෛ担な
く個人ഛঈ責任保険に加入できます。この保険は、加
入者の方が日常生活で他人にけがをさせてしまった
り、他人のࡒ物をյしたことなどにより、法律上の損
害ഛঈ責任をෛってしまった場合に、そのഛঈ金をิ
ঈする保険です。

͔つΒ͗ωッτɹ.F·もり事業
（葛城市ኼ高齢者等404ωッτワーク事業）

発見！

ΤϨϕーλー

車いすの方やΩϟϦーόοάを持って
いる方など୭でも؆୯にར༻できます。

高さの違うࡌه

車いすの方や身長の高低に合わせて
ͦのままؾ持ͪよ͘使えるࡌه。

ࣈがな͘ても৮るͱࣝผできる
。やϚーΫがුきग़͠ているϘλϯࣈ

わたしのまちのユニバーサルデザイン
身近にあるユニバーサルデザインとはどんなものか探してみましょう。

ු͖ग़しͯいΔ
ΤϨϕーλーのϘλン

ひらく

ոզΛͯ͠いる
ͱ͖に安৺

実
際
に

見
て
み
よ
う
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ベルライフ葛城介護付有料老人ホーム
デイサービス

Ȁ定һ1�໊ȁȀ定һ��໊ȁ

தମૢϨΫϦエʔγϣϯ
Λ࣮͓ͯ͠ࢪΓ·͢

֎ग़ ֎ധ ͕Մ໘会

・ϨクリΤーγϣンも๛

෩࿊と機ցཋ͋Γ͓͍・

ແྉମݧडத�日利用Մ

ΧラΦέ͕ਓ̇ؾ

ベルライフグループベルライフグループ

ࣗ͝·Ͱͷૹܴ͋Γ

医療法人�༑Ѫ会
͔つΒ͗
クリニック

Ըࡒࣀ団
ੜ会ࡁ
所病Ӄޚ

医療法人ߵ�会
ळߵ
病Ӄ

中Ҫه೦
病Ӄ

医療法人�ࣃࣃ会
よしΉΒ
ϑΝミリーࣃՊ

ϕϧϥΠϑ大ాߴ
େాߴ市ொ����
5&-�������������

ϕϧϥΠϑాݪຊ
ү城ݪా܊ຊொେٶࣈ����
5&-�������������

հޢ付༗料人ϗーϜ・
地ҬີணܕσイαーϏス

ೝ対ԠܕσイαーϏス・
齢者άルーϓϗーϜߴ 地ҬີணܕσイαーϏスհޢ付༗料人ϗーϜ հޢ付༗料人ϗーϜ

ϕϧϥΠϑ
葛城市Ֆ�����
5&-�������������

ϕϧϥΠϑஙࢁ
େాߴ市ஙࢁ���
5&-�������������

ϕϧϥΠϑݪ
Ӊଫ市ݪഡݪ����������
5&-�������������

ӡӦձࣾࣜג�ձࣾຊϕϧΞʔδϡ େాߴ市ொ����　5&-�������������

護ࢣ�中ৗற
ॆ࣮のҩྍ体制

˟639-2113
奈良県葛城市
Ֆ内527-1
+3େ新庄Ӻ͔Β

հޢ付༗料人ϗーϜ・ ೝ対ԠܕσイαーϏス・

ెา8分

ೖډ૬ஊŋֶݟ会は͜ちらまで

�1�����8�11�

ʙ�গ人数制Ͱゆͬたりաごͤるۭؒ�ʙ
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高齢者福祉 地Ҭแׅ支援課　☎44-3455　　地Ҭแׅ支援センター　☎44-3455

ੜ׆管理ࢦಋ॓ظധ事業
　介護保険の給付対象者に該当しない在のおおむ
ね65歳以上の方で、閉じこもりがちな方及び要介護
状態になるڪれのある方の社会的ݽ立感の解消、自立
生活の支援を目的として、養護人ホーム等での期
॓ധにより、生活習慣等の指導をおこないます。

๚理ඒ༰αーϏス事業
　要介護認定を受けている方または総合事業対象の
方で、外出することが特に困難と認められる方を対象
に、年2回まで、理ඒ容師の出ு経費をิ助します。（理
などにかかるٕ術料は全ֹ自ݾෛ担です。）

ৗੜ׆用۩څ付等事業
　市区町村民税非課税世帯にଐする高齢者で、防火等
の配慮が必要な介護等を受けているひとりらしの
方を対象に、電࣓調理器や火ࡂ報知器などを給付しま
す。

ͻとりΒし高齢者৯αーϏス事業
　ひとりらし高齢者で、原ଇとして要介護認定を受
けている方または総合事業対象の方で、緊急通報装ஔ
を設ஔし、地域でのݟकりが必要とࢥわれる方に、ボ
ランティア「;たば会」のօさんが作った「まごこΖห
当」を毎月1回、民生委員の協力を得て҆൱確認をおこ
ないながら配します。

ܰ度ੜ׆援助事業
　ひとりらし高齢者や高齢者のみの世帯で、日常生
活上の؆қな作業（庭の草ൈき等）に援助を必要とす
る方を対象に生活援助員をݣします。
　また、ひとりらしの高齢者や高齢者のみの世帯
に、地等による家具の転を防止するための器具を
設ஔします。設ஔは1世帯につき1回限り、家具は4つ
までです。
　生活援助員または取付作業員1人に対し1時間当た
り100円の利用者ෛ担が必要です。

Ոհ護用（ࢴおΉつ）支څ事業
　市内にお住まいの要介護4以上の方、要介護3の方
で「ഉ尿」もしくは「ഉ便」においてݟकりや介助が必
要と認められる方を対象に介護用品（紙おむつ）を支
給します。

௨ใஔඋ事業ٸۓ
　ひとりらしの高齢者、または2人以上の世帯で他
の同居者も虚弱である方で、ݟकりを必要とする࣬病
がある方を対象に、自と関係機関を緊急通報システ
ムで結び、急病や緊急時に24時間体制でਝ・ద切に
対応します。
　利用申請に際しては、ۙ 所にお住まいの方(協力員)
及び緊急時࿈བྷ先の登録が必要です。

৯のӫ養վળ・ࣗ 立支援事業
　ひとりらしの高齢者や高齢者のみの世帯で、心身
の障害、࣬ 病などで食事の確保が困難な方を対象に、
栄養に配慮したன食を平日に配食しています。配食は
҆൱確認も݉ねているため、手渡ししています。また1
食370円の個人ෛ担が必要です。

ࢱ

6�
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　シルバー人ࡐセンターは、高齢者に働く機会を提ڙ
し、その就業を通じて生きがいの充実や生活の҆定が
得られるよう、また地域社会へのݙߩやݱ役世代の下
支えが実ݱできるよう事業を行っています。
　当センターでは、市内在住の60歳以上の健康で働
く意ཉをもった高齢者が、生きがいづくり、社会参加、
間づくり、健康ҡ持・૿ ਐ、経済的理由など、それぞ
れ自分の目的やライフスタイルに合わせ、時間を有効
に活かして、いΖんな場所で活༂しています。

☎48-5003（當麻事所） ☎69-3300（新庄事所）

公ӹࣾஂ๏人葛城市シルόー人ࡐセンター

ো害福祉 ࣾ会福祉課　☎44-5103

◦�家庭の事（草מり、草Ҿき、庭木の剪定）
◦�公共、会社の事（公園等の化管理、施設ਗ਼、選
（広報配布ڍ

◦�࿑働者ݣ（学童保育所指導員ิ助、品製・出ՙ
ิ助、٠・野ࡊ農家ഓ収֭ิ助）
事所
　當麻事務所　加क833番地
　新庄事務所　�林堂123番地（いきいきセンター内）

シルόーͰは、こんな事をしてい·す

体ো害者手帳・ྍ 育手帳・ਫ਼ਆো害者保健福祉手帳
　身体に障がいのある方、知的障がいがあると判定さ
れた方、ਫ਼ਆ࣬ױのある方からの、各手帳の申請の受
付を行います。

福祉タクシー
　身体障害者手帳（1・2級）または療育手帳（"1・"2・
"）所持者の生活、行動ൣ囲֦大のために、年24回を限
度にタクシーの基本料金を助成します。

ো害児福祉手当
　20歳未満の重度障がい児の方で、常時特別の介護
を必要とする方に対して支給します。所得制限があり
ます。ただし、障がい児入所施設等に入所していない
方が対象です。

ࣗ立支援ҩྍ制度
ੜ医療・育医療ߋ
　障がいのܰݮあるいは機能のҡ持などの効果が期
待できる対象医療について、医療費の一部を公費でෛ
担します。
ਫ਼ਆ通Ӄ医療
　ਫ਼ਆ࣬ױを有し、ܧ続的に通院する方に医療費の一
部を公費でෛ担します。
担૭ޱ 社会ࢱ課　障害ࢱ係

特別ো害者手当
　20歳以上の在重度重ෳ障がい者の方で、日常生
活において常時特別の介護を必要とする方に対して
支給します。所得制限があります。
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ਫ਼ਆՊ๚問ޢステーγϣンਫ਼ਆՊ๚問ޢステーγϣン

ラシクル葛城
˟���������େాߴ市େ中٢ాాߴ�����Ϗϧ�֊
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ごར用くͩ͞いŇ

ৄ͘͠)1
お気軽にご相談ください පؾʹつ͍ͯ

Ոʹ
ཧղͯ͠΄͍͠
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్ઈ͕͑ͪʹ
ͳͬͯ͠·͏

පؾ
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ো害福祉αーϏス（˞）
　在の๚問サービス、通所による日中活動や܇࿅、
入所施設におけるサービス等を行います。

ো害児௨所支援（˞）
　施設に通所し、日常または社会生活を送るための療
育や܇࿅を行います。

※�これらのࢱサービスを利用するためには、支給決
定等を受け、指定障害ࢱサービス事業者等とܖ約
することが必要です。�
また、相当するサービスが介護保険サービスにある
場合は、介護保険制度が༏先です。
担૭ޱ 社会ࢱ課　障害ࢱ係

地Ҭੜ׆支援事業（˞）
　༨Ջ活動等における移動支援、手話通訳者等のݣ
を行う意ࢥ疎通支援、日中活動の場を確保する日中一
時支援等を行います。

ਫ਼ਆো害者ҩྍ費助成制度（ਫ਼ਆ௨Ӄҩྍ）
　ਫ਼ਆ障害者保健ࢱ手帳（1・2級）をお持ちでない
方が、自立支援医療（ਫ਼ਆ通院医療）を利用し、病院に
かかったときの医療費のうち月500円を除いたֹを
助成します。所得制限があります。ただし、社会保険各
法の「本人」以外の方が対象です。

ਫ਼ਆো害者ҩྍ費助成制度
　ਫ਼ਆ障害者保健ࢱ手帳（1・2級）所持者を対象に、
健康保険証を使って病院にかかったときの医療費の
一部を助成します。
　加入されている健康保険から高ֹ療養費等の給付
を受けた場合は助成金との重ෳ分を差しҾくか、返ؐ
していただくことになります。
　「心身障害者医療費助成」、「重度心身障害人等医
療費助成」についてはࢱ医療制度（P.50）へ。
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就労継続支援B型事業所

（平日 9:00～17:00）
〒639-2126 葛城市南花内 254-5

そんなあなたの未来に繋がる

送迎相談可 バリアフリー 工賃有

できることを増やしたい！

苦手なことを克服したい！

自分のペースで働きたい！
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